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１ 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（建設関係） 

国家公務員法の一部改正により、国家公務員の定年が段階的に引き上げられる

とともに、地方公務員法（以下「地公法」という。）の一部改正により管理監督

職勤務上限年齢による降任等、定年前再任用短時間勤務職員の任用及び暫定再任

用職員の任用の制度が創設されること等に伴い、国家公務員と同様に職員の定年

を段階的に引き上げる等関係条例について所要の整備を行う。 

 １ 制定の概要 

（１）企業庁職員定数条例の一部改正 

企業庁に勤務する短時間勤務再任用職員の数の上限を定める規定を削除する。 

 （２）企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正 

   ① 地公法の引用条文を改める。 

   ② 定年前再任用短時間勤務職員には、扶養手当、住居手当、初任給調整手

当、特地勤務手当、寒冷地手当及び退職手当は支給しないものとする。 

   ③ 当分の間、公営企業の管理者は、管理規程で定めるところにより、職員

が60歳に達した日後における最初の４月１日以後の当該職員の給与につい

て、必要な措置を講ずるものとする。 

 ２ 施行期日 

   令和５年４月１日 
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２ 令和３年度兵庫県水道用水供給事業の利益剰余金の処分 

令和３年度兵庫県水道用水供給事業利益剰余金を次のとおり処分しようとする。

よって地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第32条第２項の規定により、議決を

求める。 

   １ 当年度未処分利益剰余金 12,254,197,746円（うち当年度純利益 2,845,100,885円） 

   ２ 利益剰余金処分額 12,254,197,746円 

    (1) 減債積立金 142,300,000円（ 当 年 度 純 利 益 の 5％ 相 当 額 ） 

    (2) 建設改良積立金    2,702,800,885円（当年度純利益から(1)を除いた額） 

        (3) 資本金への組入    9,409,096,861円（積立金を取崩した未処分利益剰余金を組入） 

   ３ 繰越利益剰余金 0円 

 

 

３ 令和３年度兵庫県工業用水道事業の利益剰余金の処分 

令和３年度兵庫県工業用水道事業利益剰余金を次のとおり処分しようとする。よ

って地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第32条第２項の規定により、議決を求

める。 

   １ 当年度未処分利益剰余金 1,675,354,858円（うち当年度純利益 1,016,240,248円） 

   ２ 利益剰余金処分額 1,675,354,858円 

    (1) 減債積立金 50,900,000円（ 当 年 度 純 利 益 の 5％ 相 当 額 ） 

    (2) 建設改良積立金 965,340,248円（当年度純利益から(1)を除いた額） 

(3) 資本金への組入    659,114,610円（積立金を取崩した未処分利益剰余金を組入） 

   ３ 繰越利益剰余金 0円 

 

 

４ 令和３年度兵庫県企業資産運用事業の利益剰余金の処分 

令和３年度兵庫県企業資産運用事業利益剰余金を次のとおり処分しようとする。

よって地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第32条第２項の規定により、議決を

求める。 

   １ 当年度未処分利益剰余金 2,720,699,139円（うち当年度純利益 304,324,794円） 

   ２ 利益剰余金処分額 1,546,774,131円 

    (1) 資本金への組入    1,546,774,131円（積立金を取崩した未処分利益剰余金を組入）  

３ 繰越利益剰余金            1,173,925,008円 
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  令和４年度９月補正予算について［土木部］ 
 

 補正予算の規模  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策別の規模  

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

国庫 特定 起債 一般

125,929,095 947,000 926,600 0 0 20,400 126,876,095

5,478,994 0 0 0 0 0 5,478,994

131,408,089 947,000 926,600 0 0 20,400 132,355,089

40,914,977 0 0 0 0 0 40,914,977

172,323,066 947,000 926,600 0 0 20,400 173,270,066

合計
a+b

一般会計

特別会計

小　　計

流域下水道
事業会計

合　　計

区分
既定予算額

a
今回補正額

b

財源内訳

(単位：千円)

国庫 特定 起債 一般

21,000 600 0 0 20,400

21,000 600 0 0 20,400

① 県立施設等の光熱水費高騰への対応 21,000 600 0 0 20,400

926,000 926,000 0 0 0

105,000 105,000 0 0 0

①
地域公共交通新型コロナウイルス対応型運行へ
の支援

105,000 105,000 0 0 0

821,000 821,000 0 0 0

① (新)公共交通等事業者に対する省エネ化の支援 821,000 821,000 0 0 0

947,000 926,600 0 0 20,400合　計

(1) 企業等の事業継続支援

区　分 補正額
財源内訳

Ⅰ 県民生活の安定化に向けた支援

(1) 物価高騰影響の緩和

Ⅱ 円安・原油価格高騰等の影響を踏まえた事業者の
　経済活動への支援

(2) 省エネ化・新事業展開への支援
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物価高騰影響の緩和
■県立施設等の光熱水費高騰への対応：0.2億円

○ 電気・ガス料金の高騰に伴い、道路施設、ダム施設等における光熱水費等の施設維持費

が既定予算を大きく上回ることから、増嵩分を措置

Ⅰ生活の安定化

■公共交通等事業者に対する省エネ化の支援：8.2億円
○ 燃油価格高騰の影響を受ける公共交通等事業者に対し、省エネ性能に優れたエコタイヤ

の購入費用を支援
・補助単価 路線バス事業者 22,500円/本〔上限 13万5千円/台〕

タクシー事業者 4,000円/本〔上限 1万6千円/台〕
トラック事業者 5,000円/本 上限 20台未満：3万円/台

20台以上：60万円/事業者

企業等の事業継続支援Ⅱ 経済活動の支援

【新】

■地域公共交通における便数に配慮した運行を支援：1.1億円
○ コロナ禍や燃油価格高騰の中、便数等を維持して運行に取り組む地域公共交通事業者を

支援

・補助対象 路線バス事業者、地域鉄道事業者、生活航路事業者

・補助期間 １ヶ月間（R4.6月補正とあわせて２ヶ月間を支援）

省エネ化・新事業展開の支援Ⅱ 経済活動の支援
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第85号議案 県が行う建設事業についての市町負担額の決定 

 

  県が行う急傾斜地崩壊対策事業、街路事業等は市町が受益するものであるので、当該建設事業に

要する経費のうち令和４年度に県が負担する経費の一部を、次のとおり当該市町の負担とする。 

 

事 業 名 市 町 名 負   担   額 

公共事業急傾斜地崩壊対

策事業 

（一般分） 

 

 

神 戸 市 

姫 路 市 

西 宮 市 

芦 屋 市 

豊 岡 市 

加 西 市 

丹波篠山市 

佐 用 町 

工事費に10分の２を乗じて得た額 

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

公共事業急傾斜地崩壊対

策事業 

（公共施設関連分） 

 

 

神 戸 市 

姫 路 市 

西 宮 市 

洲 本 市 

豊 岡 市 

宝 塚 市 

川 西 市 

丹 波 市 

朝 来 市 

淡 路 市 

宍 粟 市 

佐 用 町 

新温泉町 

工事費に10分の１を乗じて得た額 

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

公共事業急傾斜地崩壊対

策事業 

（大規模斜面一般分） 

 

 

姫 路 市 

洲 本 市 

豊 岡 市 

赤 穂 市 

宝 塚 市 

三 田 市 

丹波篠山市 

養 父 市 

丹 波 市 

朝 来 市 

宍 粟 市 

た つ の 市 

佐 用 町 

香 美 町 

工事費に10分の１を乗じて得た額 

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

公共事業急傾斜地崩壊対

策事業 

（大規模斜面公共施設関

連分） 

 

 

神 戸 市 

姫 路 市 

豊 岡 市 

赤 穂 市 

丹波篠山市 

養 父 市 

丹 波 市 

南あわじ市 

工事費に100分の５を乗じて得た額 

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      
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 朝 来 市 

宍 粟 市 

た つ の 市 

猪名川町 

神 河 町 

上 郡 町 

佐 用 町 

香 美 町 

新 温 泉 町 

工事費に100分の５を乗じて得た額      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

県単独急傾斜地崩壊対策

事業 

 

 

神 戸 市 

姫 路 市 

西 宮 市 

芦 屋 市 

豊 岡 市 

赤 穂 市 

西 脇 市 

宝 塚 市 

三 田 市 

丹 波 市 

南あわじ市 

淡 路 市 

宍 粟 市 

猪 名 川 町 

多 可 町 

太 子 町 

上 郡 町 

佐 用 町 

新 温 泉 町 

工事費に10分の１を乗じて得た額 

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

県単独港湾改良事業 

 

 

淡 路 市 

 

 

工事費に100分の15を乗じて得た額 

 

 

公共事業街路事業 

（重点配分対象事業） 

 

 

姫 路 市 

明 石 市 

伊 丹 市 

加 古 川 市 

西 脇 市 

川 西 市 

た つ の 市 

新 温 泉 町 

事業費に10分の2.25を乗じて得た額 

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

公共事業街路事業 

（重点配分対象事業以

外） 

 

 

尼 崎 市 

加 古 川 市 

宝 塚 市 

 

 

事業費に10分の2.5を乗じて得た額 

     〃      

     〃      

 

 

公共事業鉄道高架事業 

（連続立体交差事業分） 

 

 

加 古 川 市 

高 砂 市 

 

 

事業費に10分の2.5を乗じて得た額 

     〃      

 

 

県単独街路事業 

 

 

姫 路 市 

尼 崎 市 

明 石 市 

事業費に２分の１を乗じて得た額 

     〃      

     〃      
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 西 宮 市 

伊 丹 市 

加 古 川 市 

西 脇 市 

宝 塚 市 

高 砂 市 

川 西 市 

新 温 泉 町 

事業費に２分の１を乗じて得た額 

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

流域下水道事業建設改良

事業費 

（公共事業流域下水道事

業） 

 

 

 

神 戸 市 

 

姫 路 市 

尼 崎 市 

西 宮 市 

伊 丹 市 

加 古 川 市 

西 脇 市 

宝 塚 市 

三 木 市 

高 砂 市 

川 西 市 

小 野 市 

三 田 市 

加 西 市 

宍 粟 市 

加 東 市 

た つ の 市 

猪 名 川 町 

稲 美 町 

播 磨 町 

太 子 町 

  管渠、用地及びポンプ場等の事業費に４分の１を 

  乗じて得た額 

  処理施設等の事業費に６分の１を乗じて得た額 

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

流域下水道事業建設改良

事業費 

（県単独流域下水道事

業） 

 

 

神 戸 市 

姫 路 市 

尼 崎 市 

西 宮 市 

伊 丹 市 

加 古 川 市 

西 脇 市 

宝 塚 市 

三 木 市 

高 砂 市 

川 西 市 

小 野 市 

三 田 市 

加 西 市 

宍 粟 市 

加 東 市 

た つ の 市 

猪 名 川 町 

稲 美 町 

播 磨 町 

事業費に２分の１を乗じて得た額 

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

 太 子 町      〃      

- 6 -



 

流域下水道事業建設改良

事業費 

（流域下水汚泥処理事

業） 

 

 

神 戸 市 

姫 路 市 

尼 崎 市 

西 宮 市 

伊 丹 市 

宝 塚 市 

三 田 市 

宍 粟 市 

た つ の 市 

太 子 町 

流域関連事業費から国庫補助金及び起債相当額を 

控除した額に２分の１を乗じて得た額 

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      

     〃      
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第92号議案 主要地方道加古川小野線東播磨道北工区美嚢川橋
み の が わ ば し

上部工事請

負契約の締結 

 

  主要地方道加古川小野線東播磨道北工区美嚢川橋
み の が わ ば し

上部工事に係る請負契約を次のとおり締結しよ

うとする。 

 

 １ 工事名 

   主要地方道加古川小野線東播磨道北工区美嚢川橋
み の が わ ば し

上部工事 

 ２ 契約金額 

   1,607,980,000円  

 ３ 契約の相手方 

   大阪市中央区本町４－３－９ 

   横河
よこがわ

NSエンジニアリング・IHIインフラシステム特別共同企業体 

   （代表者） 

    株式会社横河
よこがわ

NSエンジニアリング大阪営業部 

     大阪営業部長 谷中
や な か

 聡久
としひさ

 

   （構成員） 

    株式会社IHIインフラシステム事業戦略本部戦略第１部 

     次長 寺﨑
てらさき

 博道
ひろみち

 

 ４ 工事の概要 

  (1) 施工場所 

    三木市別所町
べっしょちょう

下石野
しもいしの

 

  (2) 工事内容 

    鋼
こう

橋
きょう

 

    橋
きょう

長
ちょう

 L=298.0m 幅員
ふくいん

 W=7.0(12.7)m 

  (3) 工期 

    令和６年10月31日限り 

 ５ 入札の状況 

  (1) 入札方式 

    公募型一般競争入札（総合評価落札方式） 

    ※価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定 

  (2) 入札参加者数 

    ４者 

  (3) 最低入札金額 

    1,607,980,000円  

  (4) 最高入札金額 

    1,623,820,000円  
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第93号議案 一般国道178号浜坂道路Ⅱ期新諸寄
し ん も ろ よ せ

第１・第２トンネル（仮称）

建設工事請負契約の締結 

 

  一般国道178号浜坂道路Ⅱ期新諸寄
しんもろよせ

第１・第２トンネル（仮称）建設工事に係る請負契約を次のと

おり締結しようとする。 

 

 １ 工事名 

   一般国道178号浜坂道路Ⅱ期新諸寄
しんもろよせ

第１・第２トンネル（仮称）建設工事 

 ２ 契約金額 

   6,692,356,000円  

 ３ 契約の相手方 

   神戸市中央区下山手通３丁目12番１号 

   大成・ノバック・窪田特別共同企業体 

   （代表者） 

    大成建設株式会社神戸支店 

     支店長 櫻井
さくらい

 信一
しんいち

 

   （構成員） 

    ・株式会社ノバック 

      代表取締役社長 立花
たちばな

 充
みつる

 

    ・窪田工業株式会社 

      代表取締役 窪田
く ぼ た

 昌
まさ

実
み

 

 ４ 工事の概要 

  (1) 施工場所 

    美方郡新温泉町諸寄
もろよせ

～釜屋
か ま や

 

  (2) 工事内容 

    施工延長 L=1,146.0m 

         （新諸寄
しんもろよせ

第１トンネル L=79.0m 新諸寄
しんもろよせ

第２トンネル L=1,067.0m） 

    幅員
ふくいん

 W=7.0（12.0）m 

  (3) 工期 

    令和８年３月 25日限り 

 ５ 入札の状況 

  (1) 入札方式 

    一般競争入札（総合評価落札方式） 

    ※価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定 

  (2) 入札参加者数 

    15者 

  (3) 最低入札金額 

    6,692,356,000円  

  (4) 最高入札金額 

    6,930,000,000円  
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特定個人情報の紛失について（9/22記者発表資料） 

 

まちづくり部内の特定の課で収集し保管していた特定個人情報が下記のとおり紛

失したことが判明しましたのでお知らせします。 
 

 紛失した特定個人情報の対象者の方々に、深くお詫び申し上げます。 

今後このような事態が起こらないよう、改めて特定個人情報の適正な取扱いに関す

るガイドライン、特定個人情報等取扱規程等に基づく適正な管理を図って参ります。 

なお、県の審議会委員等は県 HP 上で氏名を公表しており、該当課名を公表するこ

とは対象者の特定に繋がる恐れがあることから、非公開とさせて頂きます。 

 

記 
 

１ 概要 

 (1) 経過 

  ・令和 4年 9月 16日(金) 

   当該情報を保管していた文書ファイル（1冊）が所定の場所にないことが判明 

・令和 4年 9月 16日(金)～ 

   当該課内、書庫のほか、部内各課内の個人机を含め捜索しているが、現在のと

ころ発見できていない。引き続き捜索を継続する。 

 (2) 特定個人情報の内容 

   氏名、生年月日、住所、個人番号（マイナンバー） 

(3) 特定個人情報の数 

   約 240名（精査中）  

※特定個人情報の対象：平成 27年度以降、７年間に就任した審議会委員等 

(4) 特定個人情報の管理状況 

・特定個人情報が記載された文書ファイルは、鍵付きロッカーに保管していた。 

 

２ 今後の対応 

 (1) 紛失した特定個人情報の対象者の方々に対し、文書・電話連絡等により丁寧

に謝罪する。   

(2) 他に同様の事例がないか、至急庁内各課等で点検を実施する。 

(3) 再発防止のため、直ちに関係規程に基づく適正な管理を徹底するとともに、

職員に対し研修を行い改めて個人情報の適正管理方法の周知徹底を図る。 

 

３ 国の個人情報保護委員会への報告 

   ９月 21日(水) 関係法令に基づき、個人情報保護委員会へ報告 

 

資料３ 

建設常任委員会資料 

令和４年 10 月３日 



 資料４   

 

 

建設常任委員会資料  

令和４年10月３日  
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第 ７６ 号議案 令和４年度兵庫県一般会計補正予算（第２号）中  

第１表 歳出関係部分 ……………………………………………………… 2 
 
  
第 ８１ 号議案 建築基準条例及び使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 … 3 

 
 
 
第 ８６ 号議案 国営明石海峡公園整備事業についての神戸市負担額の決定 …………… 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま ち づ く り 部 
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第 76号議案 令和４年度兵庫県一般会計補正予算（第２号）中  

第１表 歳出関係部分 

 
  令和４年度９月補正予算について［まちづくり部］ 
 

 

 補正予算の規模  

(単位：千円)

国庫 特定 起債 一般

15,461,601 32,000 32,000 0 0 0 15,493,601

31,502,534 0 0 0 0 0 31,502,534

46,964,135 32,000 32,000 0 0 0 46,996,135

合計
a+b

一般会計

特別会計

小　　計

区分
既定予算額

a
今回補正額

b

財源内訳

 

 

 

 

 事業内容  

（単位：千円）

事　　業　　内　　容 金　額

32,000

(2)物価高騰影響の緩和 32,000

②
電気・ガス料金の高騰に伴い、公園施設における光熱水費等の施
設維持費が既定予算を大きく上回ることから、増嵩分を措置

32,000

事　業　名

Ⅰ 県民生活の安定化に向けた支援

県立施設等の光熱水費高騰
への対応
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第81号議案 建築基準条例及び使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する

条例 

 

１ 制定の理由 

  建築基準法（以下「法」という。）の一部改正に伴い、関係条例について規定の整備を行う。 

２ 制定の概要 

 (1) 建築基準条例の一部改正   

   法の引用条文を改める（第27条の５及び第27条の10関係）。 

 (2) 使用料及び手数料徴収条例の一部改正 

   法の引用条文を改める（別表第４関係）。 

３ 施行期日 

  公布の日 

 

 

 

第 86号議案 国営明石海峡公園整備事業についての神戸市負担額の決定 

 

国営明石海峡公園整備事業は神戸市が受益するものであるので、当該事業に要する経費の一部

を、次のとおり当該市の負担とする。 

 

 
事  業  名 市 名 負   担   額 

 

国営明石海峡公園整備事業 神 戸 市 
 神戸地区における工事費の３分の１に相当する 

県負担額に２分の１を乗じて得た額 
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閉会中の継続調査事件一覧 

 

 令和４年度                                     建設常任委員会 

件 名 項     目 調 査 理 由 

 １ 交通基盤等の整

備について 

１ 道路整備について 

２ 公共交通・航空ネットワークの

整備・推進について 

県民生活を支える交流基盤づくりを推

進するため、道路、公共交通・航空ネット

ワークの整備等について調査する。 

 ２ 安全・安心な県土

づくりについて 

１ 河川・砂防事業について 

２ 下水道の整備について 

３ 港湾・海岸事業について 

災害に強く､安全で安心して暮らすこ

とができる県土づくりを推進するため、

河川･砂防事業、下水道、港湾・海岸事業

の整備等について調査する。 

 ３ 魅力あるまちづく

りについて 

１ 都市政策について 

２ 都市計画行政について 

３ 市街地整備事業について 

４ 都市公園の整備について 

成熟社会にふさわしい、安全･安心で魅

力あるまちづくりを推進するため、都市

政策、都市計画行政や、市街地整備事業

の推進、都市公園の整備等について調査

する。 

４ 快適な住まいづ

くりについて 

１ 住宅政策について 

２ 建築指導行政について 

安全･安心で、元気に暮らせる快適な住

まいづくりを推進するため、住宅政策や

建築指導行政等について調査する。 

 ５ 企業庁事業の推

進について 

１ 水道・工業用水道事業につ

いて 

２ 地域整備事業等について 

県民生活と産業活動を支える水資源等

の安定供給を図るため、水道用水供給事

業、工業用水道事業等について調査する。 

また、産業活力の導入、まちのにぎわ

いづくりの推進を図り、地域創生を推進

するため、地域整備事業及び地域創生整

備事業について調査する。 

 


